
４月月例 市長記者会見 次第 

 

日時：令和２年４月２４日（金） 

午前１１時 

場所：郡山市役所本庁舎２階  

特別会議室 

    

１ 開 会 

 

２ 項 目 

 

(1) 新型コロナウイルス感染症対応に係る市議会臨時会について 

(2) 郡山市特別定額給付金プロジェクトチームの設置について 

(3) 新型コロナウイルス感染症に関する対応状況ついて 

(4) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止に対応した働き方 

改革について               

(5) 新型コロナウイルス感染防止に係る教職員の勤務について 

(6) ゴールデンウィーク期間中の子育て支援について 

(7) ハンガリー水泳チーム 東京 2020オリンピック競技大会事前キャンプに 

ついて 

(8) 令和元年台風第 19号による災害の被害者に対する固定資産税・都市計画税 

の減免の延長について 

(9) 郡山市洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップの公表について 

(10) ため池ハザードマップの追加作成・公表について 

(11) 2020年４月１日現在の待機児童数について 

 

３ 質 問 

 

 
 
 

 

 

４ 閉 会 

 

※質問は、「項目」、「フリー」に分けて行います。 

※幹事社 

 ・共同通信社 ・福島民友新聞社 



 2020 年 4 月 月例市長記者会見 

資料１-１  財務部財政課 

新型コロナウイルス感染症対応に係る市議会臨時会について 

 
 

１ 臨時会予定日 

  令和２年５月１日（金） 

 

２ 議  案 

 令和２年度一般会計補正予算ほか 

 

３ 主な内容 
 

(1) 発熱外来診療所の設置（別紙資料） 

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者相談センター及び病院等医療

機関と連携し、発熱患者を集中的に診察する「発熱外来」診療所を設置する。 

 

(2) 特別定額給付金 

給付のための体制整備を図りながら、迅速に市民１人当たり 10 万円の定額給

付を行う。 

 

(3) 中小企業・小規模事業者支援 

・国の資金繰り支援による県の制度融資に係る信用保証料の上乗せ補助、利子補

給を行う。 

・休業事業者が営業を再開した際に家賃等を補助するなど、事業再開の支援を行

う。 

・国の雇用調整助成金の上乗せ助成を行うとともに、申請手数料の補助を行う。 

 

(4) その他 



2020 年 4 月 月例市長記者会見 
資料１-２  保健福祉部保健所 

 

郡山市新型コロナウイルス感染症に係る発熱外来診療所の設置 

 

１ 事業概要 

新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者相談センター及び病院等医療機関と連

携し、発熱患者を集中的に診察する発熱外来診療所を設置します。 

２ 運営詳細 

（１）設置名称   (仮称)郡山市発熱外来診療所 

（２）設置主体  郡山市 

（３）設置時期  令和２年５月７日から 

（４）診察場所   南東北第二病院内（外来ブース）         

          郡山市八山田６丁目 95 

（５）診療科目  内科 

（６）診察時間  月曜日から金曜日 14 時～16 時まで 

（７）予約方法   帰国者・接触者相談センターからの紹介に 

よる電話予約制 

 (８) 人員体制  医師 郡山医師会の協力による会員派遣 

         看護師ほかスタッフ 郡山市職員 

３ 効果 

  発熱患者を集中的に管理するともに、医療従事者の負担を軽減し、さらなる感染拡大

を防止します。 
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資料２ 総務部行政マネジメント課 

郡山市特別定額給付金プロジェクトチームの設置について 

 

国においては、令和２年４月 20 日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確

に家計への支援を行うため、特別定額給付金（仮称）事業が実施されることにな

りました。 

これに伴い本市では、特別定額給付金の給付に係る事業を円滑に推進するた

め、「郡山市特別定額給付金プロジェクトチーム」を下記のとおり設置いたしま

す。 

 
記 

 

１ 組織体制 

本部長         吉﨑副市長 

副本部長        菅野副市長 

プロジェクトリーダー  総務部長、政策開発部長、市民部長 

室長          １人 

専任職員        ５人（関係部署から） 

 
２ 設置期間   令和２年４月 27 日から目的を達成した日まで 

 
３ 特別定額給付金の概要 

№ 項目 内容 

１ 給付対象者 基準日において、市区町村の住民基本台帳に記録されている者

（郡山市：約 322,000 人） 

２ 受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主（郡山市：約 142,000 世帯） 

３ 基準日 令和２年４月 27 日 

４ 給付額 世帯構成員１人につき 10 万円（郡山市総額：約 322 億円） 

５ 申請方法 ①郵送申請方式 

市区町村から郵送された申請書に振込先口座情報を記入

し、口座確認書類及び本人確認書類とともに市区町村へ郵送 

②オンライン申請方式（マイナンバーカード所持者が利用可能） 

マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口

座の確認書類をアップロードし、電子申請 

６ 給付開始日 緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始日を

目指す。 

７ 申請期限 郵送申請方式の申請受付開始日から３か月以内 

 



電話や情報通信機器を用いた診療等を実施している医療機関　　　　３施設

（※令和２年４月22日現在で報告があったもの）

　PCR検査状況

遠隔診療について

新型コロナウイルス感染症に関する対応状況について

2020年４月 月例市長記者会見

資料３ 保健福祉部保健所

本市のＰＣＲ検査は現在、市保健所、県衛生研究所、江東微生物研究所の計３カ所で

実施している。

本市保健所のＰＣＲ検査は４月６日から実施しており、５月中に検査機器を新たに

１台導入し検査体制を拡充する。

一日当たりに検査できる検査件数を最大１０人分増やし、２０人まで実施できるよう

にする。

令和２年４月10 日

４月17日

4/6～4/2２（17日間）
の検査件数

１日平均

199 11.7

検査件数（件）

・ 厚生労働省が「電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特

例的な取扱いについて」の通知を発出

・ 郡山医師会長・郡山市保健所長連名により、市内の各医療機関に

対し、初診・再診にかかわらず、積極的な電話による診療を依頼

・ 福島県保健福祉部長から県内の病院及び福島県医師会に対し、

実施状況の報告を所管の保健所に報告するよう依頼

PCR検査（郡山市）　令和２年４月２２日現在

検査件数（件）

郡山市保健所 江東微生物研究所県衛生研究所

150 94 21

（2020.4.13～）（2020.4.6～）（2020.1.25～）
合計

265

県衛生研究所
57%

郡山市保健所
35%

江東微

生物研

究所
8%

施設別割合



                                     
 
 

 

 
 
１ 目的 

  本市職員の新型コロナウイルスの感染拡大防止及び職員の働き方改革のため、執務室

内の「密集」及び「密接」を解消できるよう、執務室で勤務する職員の削減を図る。 
 
２ 実施方法 

  本庁の所属においては、原則として各係（室・センター含む）の係員のうち日々１名

以上が下記５（１）～（４）のいずれかの取り組みを行うものとし、かつ、各取り組み

を適宜組み合わせることにより、執務室で勤務する職員の３割以上の削減を目指す。 

  また、本庁以外の所属等においても、各取り組みを積極的に行うものとする。 
 
３ 実施期間 

  令和２年４月 27 日（月） から 当面の間 

   ※専用パソコンを使用した在宅勤務については、４月 20 日（月）から既に実施可能 
 
４ 実施対象所属等 

  全所属（保育所など職員配置の基準等が定められている所属等及び保健所を除く。ま

た、現場対応を主な業務とする技能労務職の職員を除く。） 
 
５ 取り組みの内容 

（１）在宅勤務の活用 

①専用パソコンを使用した在宅勤務 

②パソコンを使用しない在宅勤務 

（２）サテライトオフィスの活用 

・正庁及びＥルームをサテライトオフィスとし、職員の勤務場所を分散させる。 

  ※正庁については４月 28 日（火）から利用可能 

・本庁以外にあっては、会議室など執務室以外の場所を確保し、職員の勤務場所

を分散させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）の 

感染拡大防止に対応した働き方改革について 

17.14 
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資料４  総務部人事課 

（通常の勤務場所）         (時差勤務) 

                   
 

（サテライトオフィス）     （在宅勤務）          （在宅勤務） 

                              



 

 

 

（３）時差勤務の活用 （適宜、時間休取得との組み合わせも活用） 

Ａ  7：00～15：45（新設） Ｂ  7：30～16：15 

Ｃ  8：00～16：45 Ｄ  9：00～17：45 

Ｅ  9：30～18：15 Ｆ 10：00～18：45（新設） 

※再任用短時間勤務職員 及び パートタイム会計年度任用職員は時差勤務の対象外  
  

（４）年次有給休暇、夏季休暇の取得 

・夏季休暇及び元気回復休暇の取得可能期間を拡大 

取得可能期間 ： 7 月～10 月 → 5 月～10 月 

 
 
 
各所属においては、感染拡大防止と行政機能の維持を最優先とし、非常時における業務執

行体制の再確認を行うとともに、必要最小限の業務を行うこととするなど、適宜対応を図る

こと。 

 

 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染防止に係る教職員の勤務について 

 

臨時休業中の郡山市立学校の県費負担教職員の勤務については、学校の実態に応じて、

交代制のローテーションを組み、学校で勤務する教職員と在宅勤務をする教職員に分け

ることにより、学校へ出勤する教職員を最小限とし、新型コロナウイルス感染防止に努

めます。 

 

 １ 在宅勤務の期間 

    令和２年４月２２日（水）～令和２年５月６日（水） 

     （新型コロナウイルス拡大防止に伴う臨時休業中の期間とする。） 

2020 年４月  月例市長記者会見 
資料５  学校教育部学校管理課 

3.3 4.1 



 
 

 

○子育て関連施設等の開所状況 

  郡山市では、緊急事態宣言を受け、子どもたちへの感染防止を第一に考え、できる

限り家庭における保育をお願いしています。 

  ただし、国及び福島県の方針と同様に医療関係従事者や社会機能維持のために就業

継続が必要な方など、仕事を休むことが困難な方々のお子さん等に対しては、次のよ

うな子育て支援を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。 

  また、子育てや教育に関する相談は、ＧＷ期間中を通して受け付けていますので、

お気軽にお電話ください。 

GW 期間中の子育て支援について 

 

4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6
水(祝) 木 金 土 日(祝) 月(休) 火(祝) 水(休)

× ○ ○ ○ × × × ×

× ○ ○ ○ × × × ×

平日 土日祝日

ニコニコこども館
　TEL924-2581

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西部地域子育て支援センター

　TEL951-7800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7:30～
18:30

9:00～
17:00

北部地域子育て支援センター

　TEL924-0055 × ○ ○ 午前中 × × × ×
7:30～
18:30

7:30～
13:10

柴宮保育所
　TEL946-0201

× ○ ○ 午前中 × × × ×
7:30～
18:30

7:30～
13:10

大成保育所
　TEL951-2020

× ○ ○ 午前中 × × × ×
7:30～
18:30

7:30～
13:10

郡山婦人会保育所
　TEL922-0653

× ○ ○ 午前中 × × × ×
7:15～
18:15

7:15～
13:10

赤木保育所
　TEL922-3788

× ○ ○ 午前中 × × × ×
8:30～
17:15

8:30～
12:30

八山田保育園
　TEL953-8655

× ○ ○ 午前中 × × × ×
7:20～
18:20

7:20～
13:10

ﾅｰｻﾘｰﾙｰﾑまんまぴあ本園
　TEL953-3540

× ○ ○ 午前中 × × × ×
7:30～
18:30

7:30～
13:00

郡山どろんこ保育園
　TEL953-8368

× ○ ○ ○ × × × ×

エムポリアムこども園
　TEL932-1048

× ○ ○ × × × × ×
7:30～
18:30

ー

こども家庭相談センター
　TEL924-3341

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合教育支援センター
　TEL933-8081

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9:00～17:30
(4時間30分以内)

一時預かり事業（定員、申込方法など、詳しくは各施設にお問い合わせください。）
利用時間

子育てや教育に関する相談（ニコニコこども館内、３密とならないよう電話でのご相談をおすすめしています。）

施設名

放課後児童クラブ

保　育　所

大町キッズベース
　TEL953-5401

× ○ ○
〇

7:45～
18:15

×
○

8:00～18:00

7:45～
18:15

左記の
とおり

8:30～
18:00

8:30～
18:00

7:00～
20:00

2020 年 4 月 月例市長記者会見 

資料６ こども部こども育成課 



会　場：郡山しんきん開成山プール（練習時間中は全館貸切）

ハンガリー水泳チーム
　東京2020オリンピック競技大会事前キャンプについて

１　概　要

　先般、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により東京2020オリンピック
競技大会の延期が発表されたことを受け、本年予定していた事前キャンプの実施につい
てハンガリー水泳協会と協議を進めておりましたが、延期することが決まりました。

２　延期となった事前キャンプ内容

期　日：2020年7月15日（水）～22日（水）　計8日間

　本市とハンガリーは、「鯉」の食文化を通じて交流が始まり、駐日ハンガリー大使館
の協力により、ハンガリーフェアの開催、本市特産品の輸出促進など、様々な交流が行
われております。

【経過】

●2018年10月15日～　ハンガリー水泳チームによるトレーニングキャンプ（12日間）

●2019年 1月30日　　本市とハンガリー水泳協会による「東京2020オリンピック競技
　　　　　　　　　　大会における事前キャンプ実施に関する覚書」締結

●2019年 4月26日　　ホストタウン登録

●2019年11月 3日～　ハンガリー・イスラエル水泳チームによるトレーニングキャンプ
　　　　　　　　　　（18日間）

　　　　宝来屋 郡山総合体育館（トレーニング室）

参加者：選手・スタッフ合計　35～40名（予定）

３　今後について

　引き続きハンガリー水泳協会及び駐日ハンガリー大使館と連絡を密にし、延期となっ
た事前キャンプがより充実したものとなるよう準備を進めてまいります。

４　主な交流及び経過について

2020年4月 月例市長記者会見

資料７ 文化スポーツ部スポーツ振興課



 2020 年 4 月 月例市長記者会見 

資料８  税務部資産税課  

13.1 

令和元年台風第 19 号による災害の被災者に対する 

固定資産税・都市計画税の減免の延長について 
 

 令和元年台風第19号による災害の被災者に対する市民税等の減免に関する条

例を令和元年 11 月５日に制定し、平成 31 年度（令和元年度）固定資産税・都市

計画税の第４期分の減免を行いました。 

令和２年度においても、引き続き、被災された市民の皆様の納税負担を軽減す

るため、固定資産税・都市計画税の減免を行います。 

 

１ 減免の対象となる固定資産（下記のいずれかに該当する家屋） 

 （1）令和２年１月１日(賦課期日)現在で未修繕であり、かつ現に使用してい

ない家屋 

 （2）令和２年１月２日以降に自費又は公費によって解体した家屋 

 

２ 減免の範囲・割合 

 （1）減免の範囲 

    令和２年度固定資産税・都市計画税 第 1 期～第４期 

 （2）減免の割合 

    り災証明書の判定区分に応じた割合を減額（半壊以上が対象） 

損害の程度 減免の割合 

全壊 全部 

大規模半壊 ６/10 

半壊 ４/10 

 

３ 減免の申請期限 

  令和２年 12 月 28 日(月)まで ※第４期の納期限(令和３年１月４日)の前７日 

 

４ 平成 31 年度(令和元年度)固定資産税・都市計画税の減免実績 

 （1）納税義務者数 ２，０１８人 

 （2）減 免 税 額 ４２，３７９，８００円 

 

５ 周知方法 

  市ウェブサイトの掲載のほか、令和元年度に減免適用の方には減免申請書

を送付します。 

 

６ 今回の減免による減収額（見込み） 

  １６９，５２０千円 

  平成 31 年度(令和元年度)固定資産税・都市計画税の課税額 23,105,474 千円の

0.73％に相当 



郡山市洪水ハザードマップ及び内水ハザードマップの公表について 

雨の降り方に応じた２種類のハザードマップを配布します。 

◆４月末にウェブサイトで公表 

◆印刷版はＡ１サイズのポスター形式 

◆６月から市内全域の全世帯、学校、事業所等へ配布（約１６万部） 
 

台風等の大雨の場合は 

洪水ハザードマップ 

ゲリラ豪雨の場合は 

内水ハザードマップ 

【お問い合わせ】 洪水ハザードマップ：河川課 電話０２４－９２４－２７０１ 

         内水ハザードマップ：上下水道局経営管理課 電話０２４－９３２－７６４４ 

阿武隈川、逢瀬川流域に想定最大規模

の降雨があった場合に、堤防の決壊や越

水により浸水が想定される区域を表示。 

＜想定最大規模降雨＞ 

 阿武隈川及び笹原川：２日間総雨量３２３ｍｍ 

  逢瀬川：２日間総雨量３３５ｍｍ 

ゲリラ豪雨が降った場合に、一時的に

雨水を排水しきれないことにより浸水が

想定される区域を表示。 

＜想定雨量：平成 22年 7 月 6 日実績降雨＞ 

 時間あたり７４ｍｍ、１０分あたり２３ｍｍ 

163710
スタンプ



本市における待機児童数について

【参考】2020年4月1日 年齢別待機児童数・継続入所申込者数
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計
0人 17人 5人 0人 0人 0人 22人
12人 101人 42人 45人 10人 7人 217人

待機児童（国基準）
継続入所申込者
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（単位：人）

待機児童数の推移（4月1日時点）

新規申込者数 継続入所申込者 待機児童(国基準）
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【参考】認可保育所等施設数及び定員数推移

入所定員（整備後） 施設数

（単位：人） （単位：箇所）
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2020年4月待機児童地区別・年齢別集計

西部：１

北部：18

中心・南東部：３

2020年4月 月例市長記者会見

資料11 こども部こども育成課

※継続入所申込者・・・認可保育施設の入所申込をしたが、調整の結果、入所できなかった児童

※待機児童・・・上記のうち、国で定める基準（特定の施設のみを希望している等）に該当する児童を除いたもの


